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別添  

小児がん拠点病院等の整備に関する指針（案） 

 

 本指針において以下の略語を用いる。 

略語 正式名 

国立がん研究センター 国立研究開発法人国立がん研究センター 

国立成育医療研究センター 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 

指定の検討会 小児がん拠点病院等の指定に関する検討会 

小児がん拠点病院等 小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病

院、小児がん連携医療機関 

国小児がん協議会 全国小児がん拠点病院連絡協議会 

都道府県小児がん協議会 都道府県小児がん診療連携協議会 

 

Ⅰ 小児がん拠点病院等の指定について 

１ 小児がん拠点病院 

 小児がん患者の数が限られている中、質の高い医療及び支援を提供す

るためには、一定程度の医療資源の集約化が必要であることから、小児

がん拠点病院を全国に 10か所程度整備するものとする。 

（１）指定について 

① 我が国の小児がん医療・支援を牽引する中核機関として、国立がん

研究センターの中央病院及び、国立成育医療研究センターを小児がん

拠点病院として指定するものとする。 

② 小児がん拠点病院は、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣

が適当と認めるものを指定するものとする。なお、小児がん拠点病院

は、都道府県の推薦の下、都道府県小児がん拠点病院として指定され

ることも可能とする。 

③ 指定の検討会においては、以下の内容を加味して、小児がん医療に

関する総合的な体制が確保され、小児がん医療を実践していることを

評価する。 

ア 病院基本体制・実績 

イ 小児がんにおける診療体制・実績 

ウ 専門的知識及び技能を有する医師 

エ 専門的知識及び技能を有するメディカルスタッフ 

オ 緩和ケアの提供体制・実績 

カ 妊孕性温存療法の提供体制・実績 

キ 長期フォローアップ・移行期医療の体制 
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ク 相談支援体制・実績 

ケ 発育・教育環境を含む療養環境整備 

コ 小児がん医療に関する人材育成や教育等の体制・実績 

サ 治験・先進医療・患者申出療養、その他臨床研究等の体制・実績 

シ 医療安全の体制 

ス その他特記事項（優れた点や特徴） 

（２）求める役割について 

① 小児がん拠点病院は、国の拠点として、小児がん医療の質の向上に

資する治療開発や支援の充実について中心を担い、次に掲げる事項に

ついて実行すること。また、小児がん拠点病院の管理者はその役割を

果たす責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要な

支援を行うこと。 

ア 小児・ＡＹＡ世代のがん医療及び支援の中心的役割を担う施設と

して、都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医療機関及びがん

診療連携拠点病院等と連携し、我が国の小児・ＡＹＡ世代のがん医

療及び支援の質の向上に努めること。 

イ 新規に発症した小児がんのみならず、再発したがんにも対応する

こと。また、治癒の難しいがんにも対応すること。 

ウ 全人的な小児がん医療及びライフステージに応じた支援を提供す

ること。各職種が専門性を活かし協力して、患者のみならず、その

家族やきょうだいに対しても、身体的なケア、精神的なケアを提供

し、教育の機会の確保等社会的な問題にも対応すること。 

エ ＡＹＡ世代においては、個々の状況に応じ、多様なニーズを踏ま

えた、全人的ながん医療及びライフステージに応じた支援を提供す

ること。 

オ 専門家による集学的治療及び緩和ケアの提供、心身の全身管理の

実施、患者とその家族に対する心理社会的な支援の提供、適切な療

育・教育環境の提供、遊びを含む日常的な活動の確保、セカンドオ

ピニオンの体制の整備、患者及びその家族並びに診療従事者に対す

る相談支援体制の整備、医師等に対する研修の実施等を進めるこ

と。 

カ 都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関と役割分担

及び連携を進め、生活する地域によらず患者のニーズに合った医療

や支援を受けられるような環境を整備すること。 
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キ 長期フォローアップに関して、都道府県小児がん拠点病院、小児

がん連携医療機関及び全国のがん診療連携拠点病院等、地域の医療

機関との連携体制を整備すること。 

ク ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けて、小児がんに関する

治験・早期相試験又は診断技術開発を含む臨床研究等を主体的に推

進すること。 

 

２ 小児がん中央機関 

 小児がん中央機関について、国立がん研究センター及び国立成育医療

研究センターを明確に位置付けるとともに、国小児がん協議会を通じ

て、全国の小児がん医療提供体制に係る課題や対応方針を協議するこ

と。また、ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けた、国際共同治験

の推進や高度医療の開発、再発・難治例への広域連携、セカンドオピニ

オン体制、医療従事者の人材育成、医療の質の評価及び情報提供機能等

を整備し、中央機関として全国的な診療支援・研究支援・情報集約機能

を一層強化すること。 

（１）指定について 

ア 小児がんの中核的な機関である国立がん研究センターと国立成育

医療研究センターを「小児がん中央機関」とし、厚生労働大臣が指

定する。 

イ 厚生労働大臣は、小児がん中央機関が上記役割を担う上で適切で

はないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。 

（２）求める役割について 

 小児がん中央機関は、国小児がん協議会の議論を踏まえ、以下の役割

を担うこと。 

ア 小児がん及びＡＹＡ世代のがんに関する相談支援体制の整備や情

報発信機能の強化に取り組むこと。 

イ 小児がん及びＡＹＡ世代で発症するがんに関する情報を収集し、

広く国民に提供すること。 

ウ 全国の小児がんに関する医薬品及び医療技術や新たな治療法の開

発及び臨床研究の推進・支援を行うこと。また、小児がんの長期フォ

ローアップ情報や試料の保存体制を整備すること。 

エ 国際共同治験を含む小児がんの新規薬剤開発の促進に向け、情報

提供及び国内の連携体制整備を行うこと。また、企業治験等の相談窓

口を担うこと。 
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オ 小児がん拠点病院等に対する、中央病理診断・中央画像診断等の

診断、治療等の診療支援を行うこと。 

カ 小児がん拠点病院等における診療実績、診療機能等、医療の質の

評価、地域連携に関する実績や活動状況のほか、小児がん患者の療養

生活の質について、中央機関において一元的かつ効率的に国民へ情報

提供を行い、また、相互評価を行う体制を構築すること。また、新規

診断患者の専門医療機関への紹介状況及び診療実態について継続的に

把握・評価すること。 

キ 全国各地より人材を受け入れ、小児がん診療、相談支援や治験等

に携わる者を育成すること。また、人材育成に関する国内の体制整備

を行うこと。 

ク 小児がんの登録の体制の整備を行うこと。 

ケ 小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、

切れ目ない長期フォローアップを受けることができる体制の整備を成

人診療科と連携して行うこと。 

コ アからケの業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等によ

る検討を踏まえて行うこと。 

 

３ 都道府県小児がん拠点病院 

 小児がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセ

スできるよう、各都道府県の診療の拠点となる病院として、都道府県小児

がん拠点病院を各都道府県に整備するものとする。 

（１）指定について 

ア 都道府県小児がん拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関につ

いて、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるもの

を指定するものとする。 

イ 都道府県小児がん拠点病院は、新規指定又は指定更新の際に、都道府

県を通じて厚生労働大臣に意見書を提出することができる。 

ウ 都道府県小児がん拠点病院は、原則として各都道府県１か所を整備す

るものとするが、小児がん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制

の整備がより一層図られることが明確であれば複数指定することも可能

とする。なお、小児がん拠点病院として指定された医療機関が、都道府

県の推薦の下、都道府県小児がん拠点病院として指定されることも可能

とする。 

（２）求める役割について 
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ア 都道府県小児がん拠点病院は、治療方針を決定し、他施設と連携しな

がら標準的治療を提供する。ただし、標準的治療が確立されていないが

ん、再発・難治例については、小児がん拠点病院と連携し、診療情報を

共有するとともに、必要に応じて、より専門的な診療を担う施設へ患者

を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病状の安定後には、地域の医

療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制を整備すること。都道府県にお

ける小児がん医療連携体制の構築、人材育成、院内がん登録の実施、長

期フォローアップ・移行期医療並びに療養支援の医療連携体制の構築等

を担うこと。 

イ 都道府県は、当該都道府県及び近隣都道府県の小児がん拠点病院等や

がん診療連携拠点病院等と連携し、小児がん診療の連携協力体制の整備

に努めること。 

 

４ 小児がん連携医療機関 

 「標準的治療が確立しているがん種について、都道府県小児がん拠点病

院と同等程度の医療を一定数実施している」医療機関、「集約すべき特定の

がん種の診療や、限られた施設でのみ実施可能な治療を行う」医療機関又

は「長期フォローアップ又は在宅医療を担う」医療機関を、小児がん連携

医療機関として整備するものとする。 

（１）指定について 

小児がん連携医療機関は、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病

院により指定されるものとする。指定に当たっては、小児がん拠点病院又は

都道府県小児がん拠点病院が、当該医療機関について、小児がん連携医療機

関としての要件を満たしていることを確認した上で、現況報告書に準じ別途

定める書類を厚生労働省に提出するものとする。なお、小児がん連携医療機

関の指定に当たっては、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定を行う

ことができるものとする。 

（２）求める役割について 

小児がん連携医療機関は、ア～ウのいずれか、又は複数の役割を担うこ

と。 

ア 地域の小児がん診療を行う病院として、自施設において適切な治療を

提供すること。また、自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠点

病院等、適切な病院に紹介する体制を整えていること。 

イ 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標準的

治療等、小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが可能

であり、当該都道府県内における診療実績が、特に優れていること。又
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は限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供可能

であること。 

ウ 長期フォローアップ又は在宅医療を提供可能であること。 

 

５ 連携強化に向けた会議体 

（１）国小児がん協議会 

小児がん中央機関は、国小児がん協議会を設置し、その運営の中心を担

い、患者、家族及び外部有識者等による検討を踏まえて、以下のア～シに掲

げる事項を協議すること。また、同協議会には小児がん拠点病院及び都道府

県小児がん拠点病院が参加すること。 

  ア 小児がん拠点病院等における小児がん医療に係る取組の進捗に関する

こと。 

  イ 小児がん拠点病院等の運営に係る課題とその対応に関すること。 

  ウ 小児がん医療の充実に係る課題とその対応に関すること。 

  エ 小児がん拠点病院等に対する中央病理診断・中央画像診断等の診断、

治療等の診療支援並びに再発・難治例についての小児がん拠点病院及び

都道府県小児がん拠点病院と連携した対応に関すること。 

 オ 都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関がセカンドオピ

ニオンを提示する体制に係る課題とその対応に関すること。 

  カ 小児がんに係る相談支援の向上のための体制整備、小児がん患者・経

験者の発達段階に応じた長期的な支援のあり方に関すること。 

  キ 小児がんに係る情報収集及びその発信に関すること。 

  ク 全国の小児がんに係る臨床試験の支援並びにドラッグラグ・ドラッグ

ロスの解消に向けた国際共同治験の推進や高度医療の開発に係る課題と

その対応に関すること。 

  ケ 小児がん診療に携わる者の育成に係る国内の体制整備に関すること。 

  コ 小児がんの登録体制に関すること。 

  サ 都道府県を越えた広域を対象としたＢＣＰの策定に係る課題とその対

応に関すること。 

 シ その他小児がんに係る全国的な体制整備等に関すること。 

（２）都道府県小児がん協議会 

ア 当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院がある場合 

都道府県、都道府県の全ての小児がん拠点病院等は、協働して都道府

県小児がん協議会を設置し、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院

は、その運営を担い、以下のⅰ～ⅷに掲げる事項を協議し、その内容を

公表すること。複数の都道府県で協力して検討する必要のある事項につ
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いては、関係都道府県間において、必要に応じて小児がん医療提供体制

のあり方について協議すること。都道府県は、がん対策推進基本計画及

び都道府県がん対策推進計画を踏まえるとともに、地域の医療提供体制

を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図るこ

と。また、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院は、小児がん拠点病

院等の他、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の関係団体に、

必ず都道府県小児がん協議会へ参画させることとし、これらの者が主体

的に協議に参加できるよう運営すること。加えて、都道府県小児がん協

議会の設置要綱において、前記の関係団体の参画を明記すること。ま

た、当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に連携するこ

と。なお、都道府県小児がん協議会は、都道府県がん診療連携協議会の

部会その他これに準ずる組織として設置することができる。 

ⅰ 都道府県における小児・ＡＹＡ世代のがん医療及び支援の質の向上

に努めること。 

ⅱ 都道府県内の小児がん患者及びその家族・きょうだいに対し、身体

的・精神的・社会的支援を含む全人的な医療及び支援を提供する体制

を整備すること。 

ⅲ 都道府県内のＡＹＡ世代の患者について、就学・就労等を含む多様

なニーズに応じた医療及び支援を提供する体制を整備すること。 

ⅳ 都道府県内の小児がん患者に対して標準的治療、緩和ケア、相談支

援、療育・教育支援、セカンドオピニオン等について、必要な体制を

整備すること。 

ⅴ 都道府県内の小児がん拠点病院等と、役割分担及び連携を進め、居

住地域によらず必要な医療及び支援を受けられる体制を整備するこ

と。 

ⅵ 長期フォローアップ及び円滑な移行期医療の提供に向けて、経過観

察、晩期合併症、二次がん、相談支援等に対応可能な医療機関を一覧

化し、地域の医療機関等との連携体制を整備すること。 

ⅶ 相談支援に携わる者の連携体制を整備し、研修や情報共有等を通じ

て相談支援機能の充実を図ること。 

ⅷ 感染症のまん延や災害時においても必要な小児がん医療を継続でき

るよう、都道府県におけるＢＣＰについて議論すること。 

イ 当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院がない場合 

小児がん患者の数が限られている中、当該都道府県における都道府県が

ん診療連携協議会において、将来的な都道府県小児がん拠点病院の整備の

必要性を含めた小児がん医療提供体制のあり方について協議すること。協
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議の結果、必要と判断された場合は、都道府県小児がん拠点病院として求

められる体制を整備するために他の都道府県の小児がん拠点病院等と連携

し必要な取組を推進すること。 

 

Ⅱ 小児がん拠点病院の指定要件について 

１ 診療体制 

（１）診療機能 

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供 

ア 小児がんについて、手術療法や放射線療法、薬物療法を効果的に

組み合わせた集学的治療及び緩和ケアを提供する体制を有するとと

もに、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療（以下「標準

的治療」という。）等小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供

すること。 

イ 小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ

う、以下のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催す

ること。また、検討した内容については、診療録に記録の上、関係

者間で共有すること。 

ⅰ 個別若しくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファ

レンス 

ⅱ 個別若しくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要

に応じて公認心理師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症

例への対応方針を検討するカンファレンス 

ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケ

ア等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を

異にする医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がん等に関し

て臓器横断的に小児がん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共

有・検討・確認等するためのカンファレンス 

ⅳ 臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則

した、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体

の多職種によるカンファレンス 

ウ 院内の他診療科や、小児がん拠点病院等、全国のがん診療連携拠

点病院等、地域の医療機関と協力し、小児がん患者に対して、移行

期医療や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体

制を構築していること。また、自ら病歴を確保・保存することや疾

病理解、健康管理等に関した患者教育、患者啓発に努めること。 
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エ ＡＹＡ世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等へ

の紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。 

オ 緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。 

カ 各地域のがん・生殖医療ネットワークに参加し、「小児・ＡＹＡ世

代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するととも

に、対象となりうる患者及び家族には必ずがん治療開始前に適切な

情報提供を行い、その実施状況を把握・評価し、課題認識を関係者

で共有した上で、適切な改善策を講じること。がん治療を行う診療

科が中心となって、院内又は地域の生殖医療に関する診療科ととも

に、患者等の希望も踏まえた妊孕性（注５）温存療法及びがん治療

後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体制を

整備すること。また、自施設において、がん・生殖医療に関する意

思決定支援を行うことができる診療従事者の配置・育成に努めるこ

と。 

キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法

（平成 29年法律第 16号）で定める特定臨床研究又は再生医療等の

安全性の確保等に関する法律（平成 25年法律第 85号）に基づき提

供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨していない

こと。 

② 薬物療法の提供体制 

薬物療法のレジメン（注６）を審査し、組織的に管理する委員会を

設置すること。 

③ 放射線療法の提供体制 

設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、

他の医療機関と連携することにより放射線治療を提供できる体制を整

備すること。 

④ 緩和ケアの提供体制 

ア 小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん

患者に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備すること。ま

た、これを支援するために、組織上明確に位置付けられた緩和ケア

チームを整備すること。自施設で対応できない場合には地域のがん

診療連携拠点病院等との連携体制を整備すること。 

イ 専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備すること。 

ウ 緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加す

る症状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催すること。 
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エ 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨

の掲示をするなど、小児がん患者及びその家族等に対しわかりやす

い情報提供を行うこと。 

オ 小児がん連携医療機関やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主

治医及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩

和ケアに関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。 

カ 小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設ける

など、都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医療機関、地域の

医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備するこ

と。 

⑤ 地域連携の推進体制 

ア 小児がん拠点病院等や地域の医療機関等から紹介された小児がん

患者の受け入れを行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小

児がん拠点病院等や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行う

こと。 

イ 小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射

線療法又は薬物療法に関する相談等、小児がん拠点病院等や地域の

医療機関等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整

備すること。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供す

る中央病理診断を活用するとともに、Ｄ to Ｄ型、Ｄ to Ｐ with 

Ｄ型等による遠隔医療を活用すること。なお、がんゲノム医療中核

拠点病院等と連携して、がん遺伝子パネル検査等に試料を提出する

ための体制も整備すること。加えて、小児がんの病理診断は特殊で

あることから、診断困難例は速やかに中央病理診断に提出できる体

制を整えること。 

ウ 当該小児がん拠点病院が設置されている都道府県における都道府

県小児がん協議会に参画すること。 

⑥ セカンドオピニオンの提示体制 

ア 医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等にお

いて、全ての小児がん患者とその家族に対して、他施設でセカンド

オピニオンを受けられることについて説明すること。その際、心理

的な障壁を取り除くことができるよう留意すること。 

イ 小児がんについて、手術療法、放射線療法又は薬物療法に携わる

専門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオンを実

施できる体制を有すること。必要に応じて、オンラインによるセカ

ンドオピニオンを実施する体制を確保することが望ましい。 
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ウ 都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関を受診して

いる患者が他院で小児がんに関するセカンドオピニオンを受けられ

ることについて説明する体制を構築できるよう、都道府県小児がん

拠点病院及び小児がん連携医療機関に適切な指導を行うこと。  

（２）診療従事者 

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 

以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配

置すること。 

ア 専任（注７）の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技

能を有する医師を１人以上必要な数配置すること。なお、当該医師

については、原則として常勤（注８）であること。また、専従（注

７）であることが望ましい。 

イ 専任の小児の手術に携わる、小児がん手術に関して専門的な知識

及び技能を有する医師を１人以上必要な数配置すること。なお、当

該医師については原則として常勤であること。また、専従であるこ

とが望ましい。 

ウ 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的

な知識及び技能を有する医師を１人以上必要な数配置すること。 

エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技

能を有する医師並びに精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技

能を有する医師をそれぞれ１人以上必要な数配置すること。なお、

当該各医師については、常勤であることが望ましい。 

オ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を１

人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則と

して常勤であること。 

カ 厚生労働省委託事業小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローアッ

プ体制整備事業による「小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローア

ップに関する研修会」を受講した医師を長期フォローアップに携わ

る部門に１人以上必要な数配置していること。 

② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置 

以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部

門へ配置すること。 

ア 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる診療放

射線技師及び放射線療法における機器の精度管理、照射計画の検

証、照射計画補助作業等に携わる技術者等を１人以上必要な数配置

すること。 
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イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を

１人以上必要な数配置すること。 

ウ 緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有

する常勤の看護師を１人以上必要な数配置すること。また、緩和ケ

アチームに協力する薬剤師及び公認心理師等の医療心理に携わる者

をそれぞれ１人以上必要な数配置することが望ましい。 

エ 細胞診断に関する業務に携わる者を１人以上必要な数配置するこ

と。 

オ 小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門

看護師又は認定看護師を１人以上必要な数配置していること。さら

に、当該看護師は、小児がん看護に関する専門的な知識や技能を習

得していることが望ましい。 

カ 小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等

の医療心理に携わる者及び保育士及び、社会福祉士若しくは精神保

健福祉士をそれぞれ１人以上必要な数配置していること。加えて、

心理社会的支援、成長発達支援、環境援助、治癒的な遊びの提供、

治療に伴う心的外傷の緩和等の、医療環境にある子どもや家族への

療養支援に関する専門的な知識及び技能を有する者を１人以上必要

な数配置していること。 

キ 厚生労働省委託事業小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローアッ

プ体制整備事業による「小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローア

ップに関する研修会」を受講した看護師等診療従事者を長期フォロ

ーアップに携わる部門に１人以上必要な数配置していること。 

（３）その他の環境整備等 

① 小児患者に対応できる集中治療室を設置すること。 

② 患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備すること。

その際、病室から利用可能な無線ＬＡＮ等のインターネット接続環境

を整備することが望ましい。 

③ 面会については、「医療機関における面会について」（令和７年 10月

20日厚生労働省医政局地域医療計画課及び健康・生活衛生局感染症対

策部感染症対策課連名事務連絡）に準拠して実施すること。 

 

２ 診療実績 



   

13 

 

（１）小児がんについて年間新規症例数（再発時の紹介も含む）が 30例以

上であること1。 

（２）小児がんに対する年間手術数が 10例程度あること。 

 

３ 人材育成等 

（１）診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に努めること。また、学

会認定資格等の取得を支援するとともに、長期フォローアップ及び移行

期医療を担う人材を育成すること。 

（２）小児がん拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に携わる専

門的な知識及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を定期的に

評価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整備するこ

と。 

（３）自施設の診療従事者等を中心に、小児がん対策の目的や意義、患者や

その家族が利用できる制度や関係機関との連携体制や、がん相談支援セ

ンター等が行う患者支援について学ぶ機会を年１回以上確保しているこ

と。また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講している

ことが望ましい。 

（４）都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関と地域の医療機

関と連携し、小児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関

する研修等（国内留学の受入を含む）を毎年定期的に実施し、人材育成

等に努めること。 

 

４ 相談支援及び情報の収集提供 

（１）がん相談支援センター 

①から⑤に掲げる相談支援を行う機能を有する部門（以下「がん相談

支援センター」という。なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、

「がん相談支援センター」と表記すること。）を設置し、当該部門におい

て、アからスまでに掲げる業務を行うこと。また、院内の見やすい場所

 
1 「年間新規症例数（再発時の紹介も含む）」は、自施設初回治療分及び他院で初回治療後

に紹介され再発に対する診療を行った症例の数を計上することとする。具体的には小児が

ん中央機関における「小児がん診療施設情報公開」における「がん診療連携拠点病院等院

内がん登録標準登録様式 2016年版」の「区分番号」のうち以下の番号に該当する症例数

を合計したものを計上する。 

「20：自施設診断・自施設初回治療開始」、「21：自施設診断・自施設初回治療継続」、

「30：他施設診断・自施設初回治療開始」、「31：他施設診断・自施設初回治療継続」、 

「40：初回治療終了後｣ のうち「43:再発例・自施設で治療」のもの 
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にがん相談支援センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするな

ど、がん相談支援センターについて積極的に広報すること。 

小児がん患者及びＡＹＡ世代にあるがん患者に対しては、小児・ＡＹ

Ａ世代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加え

て、ライフステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機

関、教育機関等と連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者

活動への支援等の幅広い相談支援が必要となることに十分に留意するこ

と。また、患者のみならず、患者のきょうだいを含めその家族に対する

支援も行うこと。 

① 国立がん研究センターによる「がん相談支援センター相談員基礎研

修」（１）（２）を受講後、国立成育医療研究センターが実施する「小

児がん相談員専門研修」を修了した専任の相談支援に携わる者を１人

以上必要な数配置すること。相談支援に携わる者は、対応の質の向上

のために、「小児がん拠点病院相談員継続研修」等により定期的な知識

の更新に努めること。なお、当該相談支援に携わる者は、看護師等の

他、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有することが望まし

い。 

② 患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応でき

るように、①に規定する者と他の診療従事者が協働できる体制の整備

を行うこと。また、その際、自施設の状況に応じて病棟や外来部門、

相談支援部門等が連携すること。 

③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・

ＡＹＡ世代にある患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等

からの相談等に対応する体制を整備し、必要に応じて都道府県を越え

て関係機関と連携し、対応すること。また、相談支援に関し十分な経

験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取

り組むこと。 

④ 小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン（注９）等を

設置し、オンライン環境での開催も可能とすること。なお、患者団体

等と連携して実施するよう努めること。 

⑤ がん相談支援センターについて、診療（長期フォローアップも含

む）の経過の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り

返し案内を行うこと。なお、がん治療の終了後も長期的に利用可能な

旨も併せて説明すること。 

＜がん相談支援センターの業務＞ 

ア 小児がんの治療に関する一般的な情報の提供 
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イ 小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療

提供体制の情報収集、提供 

ウ セカンドオピニオンに関する情報提供 

エ 小児・ＡＹＡ世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養

上の相談及び支援（なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診

療連携拠点病院等のがん相談支援センター等と連携を図り、適切に

対応すること） 

オ がん・生殖医療に関する相談及び支援 

カ 長期フォローアップに関する相談及び支援 

キ がんゲノム医療に関する相談及び支援 

ク アピアランスケア（注 10）に関する相談及び支援 

ケ 在宅医療に関する相談及び支援 

コ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援 

サ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や

患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援 

シ 必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対し

て相談支援に関する支援を行うこと 

ス その他相談支援に関すること 

（２）院内がん登録 

① がん登録等の推進に関する法律（平成 25年法律第 111号）第 44条

第１項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針

（平成 27年厚生労働省告示第 470号。以下「院内がん登録の指針」と

いう。）に即して院内がん登録を実施すること。 

② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき

国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認

定者相当の技能を有する者を１人以上必要な数配置すること。また、

配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュア

ルに習熟すること。 

③ 毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センタ

ーに提供すること。 

④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策

等に必要な情報を提供すること。 

（３）診療実績、診療機能等の情報提供 

小児がん及びＡＹＡ世代で発症するがんについて、自施設の診療実

績、診療機能及び診療従事者の専門とする分野・経歴等を、わかりやす

く情報提供すること。なお、大規模災害や感染症の流行等により自院の
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診療状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努める

こと。 

（４）診療実績、診療機能等の報告 

中央機関において一元的かつ効率的に国民へ情報提供を行う体制を構

築するため、中央機関の求めに応じ、自施設及び自らが指定した小児が

ん連携医療機関の小児がん診療に係る診療実績、診療機能その他必要な

事項について報告すること。 

 

５ 患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備 

（１）保育士を配置していること。 

（２）病弱等の特別支援学校又は小中学校等の病弱・身体虚弱等の特別支援 

学級による教育支援（特別支援学校による訪問教育を含む。）が行われて

いること。なお、義務教育段階だけではなく、高等学校段階においても

必要な教育支援を行うこと。 

（３）退院時の復園及び復学支援が行われていること。 

（４）子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。 

（５）家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設が整備されて

いること。また、医療機関を移るときは転院先近隣の長期滞在施設又は

これに準ずる施設を紹介できることが望ましい。 

（６）家族等の希望により、時間を問わず面会又は患者の付き添いができる

体制を構築していること。なお、この体制の質の向上についても積極的

に取り組むこと。 

（７）患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っていることが望まし

い。 

（８）教育課程によらず、切れ目のない教育支援のためにＩＣＴ（情報通信

技術）等を活用した学習活動を含めた学習環境の整備を進めること。 

（９）小児がん患者の精神的なケアに関して、対応方法や関係機関との連携

について明確にしておくこと。また、関係職種に情報共有を行う体制を

構築していること。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の

医療機関と連携体制を確保していること。 

 

６ 臨床研究等に関すること 

ドラッグラグ・ドラッグロスの解消及び小児がん患者の治療機会の確保

に向けて、国際共同治験への参加や未承認薬・適応外使用薬を含む臨床研

究等について、小児がん中央機関を含む他の小児がん拠点病院等とも連携

し、オールジャパン体制で主体的に推進すること。また、がん種等の特性
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により、自施設で参加可能な治験、患者申出療養を活用した臨床試験等が

ない場合には、他の医療機関で実施される治験等を紹介するなど、小児が

ん患者が適切な研究的治療へアクセスできるよう努めること。希少かつ治

療選択肢が限られる疾患については、国内外の研究機関等と連携し、新た

な治療法の開発及び実用化に資する研究を推進するとともに、そのための

研究基盤の整備に努めること。 

（１）治験を除く医薬品等の臨床研究を行うに当たっては、臨床研究法に則

った体制を整備すること。 

（２）進行中の治験を除く臨床研究の概要及び過去の治験を除く臨床研究の

成果を広報すること。 

（３）国際共同研究を含む自施設で参加可能な治験や患者申出療養を活用し

た臨床試験等について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報

すること。 

（４）臨床研究を支援する専門の部署を設置していることが望ましい。 

（５）臨床研究コーディネーター（ＣＲＣ）を１人以上必要な数配置するこ

とが望ましい。 

（６）小児がん中央機関等と連携して、国際共同研究を含む治験に関して患

者に対する情報提供に努め、国内の連携体制を構築すること。 

（７）治験参加施設として３年間で５人以上の患者登録の実績を有するこ

と。 

 

７ 医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理 

（１）自施設及び連携する小児がん連携医療機関の診療機能や診療実績、医

療の質の評価、地域連携に関する実績や活動状況の他、小児がん患者の

療養生活の質について把握・評価し、課題認識を関係者で共有した上

で、適切な改善策を講じること。 

（２）中央機関の求めに応じ、Quality Indicatorを含む自施設及び自らが

指定した小児がん連携医療機関における医療の質の評価、地域連携に関

する実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。 

（３）小児がん医療について、外部機関による技術能力についての施設認定

（以下「第三者認定」という。）を受けた医療施設であること。 

（４）小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を

受けた医療施設であること。 

（５）医療法（昭和 23年法律第 205号）に基づく医療安全にかかる適切な体

制を確保すること。また、日本医療機能評価機構の審査等の第三者によ

る評価を受けていること。 
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Ⅲ 都道府県小児がん拠点病院の指定要件について 

１ 診療体制 

（１）診療機能 

① 標準的治療等の提供 

ア 小児がんについて、患者の状態に応じた治療方針を決定し、他施

設と連携しながら標準的治療を提供すること。また、標準的治療が

確立されていないがん及び再発・難治例については、小児がん拠点

病院と診療情報を共有するとともに、必要に応じて、より専門的な

診療を担う施設へ患者を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病

状の安定後には、地域の医療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制

を整備すること。 

イ 小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ

う、以下のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催す

ること。また、検討した内容については、診療録に記録の上、関係

者間で共有すること。 

ⅰ 個別若しくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファ

レンス 

ⅱ 個別若しくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要

に応じて公認心理師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症

例への対応方針を検討するカンファレンス 

ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケ

ア等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を

異にする医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がん等に関し

て臓器横断的に小児がん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共

有・検討・確認等するためのカンファレンス 

ⅳ 臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則

した、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体

の多職種によるカンファレンス 

ウ 院内の他診療科や、当該都道府県内外の小児がん連携医療機関と

連携し、小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症

対応等も含めた長期フォローアップ体制を構築していること。ま

た、自ら病歴を確保・保存することや疾病理解、健康管理等に関し

た患者教育、患者啓発に努めること。 

エ ＡＹＡ世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等へ

の紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。 
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オ 緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。 

カ 各地域のがん・生殖医療ネットワークに参加し、「小児・ＡＹＡ世

代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するととも

に、対象となりうる患者及び家族には必ずがん治療開始前に適切な

情報提供を行い、その実施状況を把握・評価し、課題認識を関係者

で共有した上で、適切な改善策を講じること。がん治療を行う診療

科が中心となって、院内又は地域の生殖医療に関する診療科ととも

に、患者等の希望も踏まえた妊孕性温存療法及びがん治療後の生殖

補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体制を整備する

こと。また、自施設において、がん・生殖医療に関する意思決定支

援を行うことができる診療従事者の配置・育成に努めること。 

キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法

で定める特定臨床研究又は再生医療等の安全性の確保等に関する法

律に基づき提供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推

奨していないこと。 

② 薬物療法の提供体制 

薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置する

こと。 

③ 放射線療法の提供体制 

設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、

他の医療機関と連携することにより放射線治療を提供できる体制を整

備すること。 

④ 緩和ケアの提供体制 

ア 小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん

患者に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備すること。ま

た、これを支援するために、組織上明確に位置付けられた緩和ケア

チームを整備すること。自施設で対応できない場合には地域のがん

診療連携拠点病院等との連携体制を整備すること。 

イ 専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備することが望ま

しい。 

ウ 緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加す

る症状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催すること。 

エ 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨

の掲示をするなど、小児がん患者及びその家族等に対し必要な情報

提供を行うこと。 
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オ 小児がん連携医療機関やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主

治医及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩

和ケアに関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。 

カ 小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設ける

など、小児がん連携医療機関、地域の医療機関及び在宅療養支援診

療所等との連携協力体制を整備すること。 

⑤ 地域連携の推進体制 

ア 小児がん連携医療機関や地域の医療機関等から紹介された小児が

ん患者の受け入れを行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、

小児がん連携医療機関や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を

行うこと。 

イ 小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射

線療法又は薬物療法に関する相談等、小児がん拠点病院等及び地域

の医療機関等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を

整備すること。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供

する中央病理診断を活用するとともに、Ｄ to Ｄ型、Ｄ to Ｐ with 

Ｄ型等による遠隔医療を活用すること。なお、がんゲノム医療中核

拠点病院等と連携して、がん遺伝子パネル検査等に試料を提出する

ための体制も整備すること。加えて、小児がんの病理診断は特殊で

あることから、診断困難例は速やかに中央病理診断に提出できる体

制を整えること。 

ウ 成人診療科との連携を進めるため、都道府県がん診療連携協議会

等に参画すること。 

⑥ セカンドオピニオンの提示体制 

ア 医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等にお

いて、全ての小児がん患者とその家族に対して、他施設でセカンド

オピニオンを受けられることについて説明すること。その際、心理

的な障壁を取り除くことができるよう留意すること。 

イ 小児がんについて、セカンドオピニオンを実施できる体制を整備

することが望ましい。必要に応じて、オンラインによるセカンドオ

ピニオンを実施する体制を確保することが望ましい。 

ウ 小児がん連携医療機関を受診している患者が他院で小児がんに関

するセカンドオピニオンを受けられることについて説明する体制を

構築できるよう、小児がん連携医療機関に適切な指導を行うことが

望ましい。 

（２）診療従事者 
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① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 

以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配

置すること。 

ア 専任の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有す

る医師を１人以上必要な数配置すること。なお、当該医師について

は、原則として常勤であること。また、専従であることが望まし

い。 

イ 自施設で手術療法を実施する場合、専任の小児の手術に携わる、

小児がん手術に関して専門的な知識及び技能を有する医師を１人以

上必要な数配置すること。なお、当該医師については原則として常

勤であること。また、専従であることが望ましい。 

ウ 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的

な知識及び技能を有する医師を１人以上必要な数配置すること。 

エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技

能を有する医師並びに精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技

能を有する医師をそれぞれ１人以上必要な数配置すること。なお、

当該各医師については、常勤であることが望ましい。 

オ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を１

人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則と

して常勤であること。 

カ 厚生労働省委託事業小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローアッ

プ体制整備事業による「小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローア

ップに関する研修会」を受講した医師を長期フォローアップに携わ

る部門に１人以上必要な数配置していることが望ましい。 

② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置 

以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部

門へ配置すること。 

ア 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる診療放

射線技師及び放射線療法における機器の精度管理、照射計画の検

証、照射計画補助作業等に携わる技術者等を１人以上必要な数配置

すること。 

イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する薬剤師を１人以

上必要な数配置すること。 

ウ 緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有

する看護師を１人以上必要な数配置すること。また、緩和ケアチー
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ムに協力する薬剤師及び公認心理師等の医療心理に携わる者をそれ

ぞれ１人以上必要な数配置することが望ましい。 

エ 細胞診断に関する業務に携わる者を１人以上必要な数配置するこ

と。 

オ 小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門

看護師又は認定看護師を１人以上必要な数配置していること。さら

に、当該看護師は、小児がん看護に関する専門的な知識や技能を習

得していることが望ましい。 

カ 小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等

の医療心理に携わる者及び保育士及び、社会福祉士若しくは精神保

健福祉士をそれぞれ１人以上必要な数配置していることが望まし

い。加えて、心理社会的支援、成長発達支援、環境援助、治癒的な

遊びの提供、治療に伴う心的外傷の緩和等の、医療環境にある子ど

もや家族への療養支援に関する専門的な知識及び技能を有する者を

１人以上必要な数配置していることが望ましい。 

キ 厚生労働省委託事業小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローアッ

プ体制整備事業による「小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローア

ップに関する研修会」を受講した看護師等診療従事者を長期フォロ

ーアップに携わる部門に１人以上必要な数配置していることが望ま

しい。 

（３）その他の環境整備等 

① 小児患者に対応できる集中治療室を設置すること。 

② 患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備すること。

その際、病室から利用可能な無線ＬＡＮ等のインターネット接続環境

を整備することが望ましい。 

③ 面会については、「医療機関における面会について」（令和７年 10月

20日厚生労働省医政局地域医療計画課及び健康・生活衛生局感染症対

策部感染症対策課連名事務連絡）に準拠して実施すること。 

  

２ 診療実績 

小児がんについて年間新規症例数（再発時の紹介も含む）が 20例以上で

あること又は都道府県における小児がんの「年間新規症例数（再発時の紹

介も含む）」のうち、原則として半数以上を診療している実績を有すること
2。 

 
2「年間新規症例数（再発時の紹介も含む）」は、自施設初回治療分及び他院で初回治療後

に紹介され再発に対する診療を行った症例の数を計上することとする。具体的には小児が



   

23 

 

 

３ 人材育成等 

（１）診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に努めること。また、学

会認定資格等の取得を支援するとともに、長期フォローアップ及び移行

期医療を担う人材を育成すること。 

（２）都道府県小児がん拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に

携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を

定期的に評価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整

備すること。 

（３）自施設の診療従事者等を中心に、小児がん対策の目的や意義、患者や

その家族が利用できる制度や関係機関との連携体制や、がん相談支援セ

ンター等が行う患者支援について学ぶ機会を年１回以上確保しているこ

と。また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講している

ことが望ましい。 

（４）小児がん連携医療機関や地域の医療機関等の多職種の診療従事者も参

加する小児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研

修会等を毎年定期的に開催し、人材育成等に努めること。 

（５）小児がん拠点病院が開催する小児がん診療、相談支援、がん登録及び

臨床試験等に関する研修等(国内留学を含む)への参加を促すこと。 

 

４ 相談支援及び情報の収集提供 

（１）がん相談支援センター 

がん相談支援センターを設置し、当該部門において、アからスまでに

掲げる業務を行うこと。また、院内の見やすい場所にがん相談支援セン

ターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、がん相談支援セ

ンターについて積極的に広報すること。 

小児がん患者及びＡＹＡ世代にあるがん患者に対しては、小児・ＡＹ

Ａ世代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加え

て、ライフステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機

関、教育機関等と連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者

活動への支援等の幅広い相談支援が必要となることに十分に留意するこ

 

ん中央機関における「小児がん診療施設情報公開」における「がん診療連携拠点病院等院

内がん登録標準登録様式 2016年版」の「区分番号」のうち以下の番号に該当する症例数

を合計したものを計上する。 

「20：自施設診断・自施設初回治療開始」、「21：自施設診断・自施設初回治療継続」、

「30：他施設診断・自施設初回治療開始」、「31：他施設診断・自施設初回治療継続」、 

「40：初回治療終了後｣ のうち「43:再発例・自施設で治療」のもの 
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と。また、患者のみならず、患者のきょうだいを含めその家族に対する

支援も行うこと。 

＜がん相談支援センターの業務＞ 

ア 小児がんの治療に関する一般的な情報の提供 

イ 小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療

提供体制の情報収集、提供 

ウ セカンドオピニオンに関する情報提供 

エ 小児・ＡＹＡ世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養

上の相談及び支援（なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診

療連携拠点病院等のがん相談支援センター等と連携を図り、適切に

対応すること） 

オ がん・生殖医療に関する相談及び支援 

カ 長期フォローアップに関する相談及び支援 

キ がんゲノム医療に関する相談及び支援 

ク アピアランスケアに関する相談及び支援 

ケ 在宅医療に関する相談及び支援 

コ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援 

サ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や

患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援 

シ 必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対し

て相談支援に関する支援を行うこと 

ス その他相談支援に関すること 

（２）院内がん登録 

① 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。 

② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき

国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を１人以

上必要な数配置すること。なお、中級認定者相当の技能を有する者が

望ましい。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登

録に係るマニュアルに習熟すること。 

③ 毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センタ

ーに提供すること。 

④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策

等に必要な情報を提供すること。 

（３）診療実績、診療機能等の情報提供 

当該都道府県内の小児がん及びＡＹＡ世代で発症するがんについて、

自施設及び自らが連携する小児がん連携医療機関の診療実績、診療機能
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及び診療従事者の専門とする分野・経歴等について、都道府県と連携し

つつ、都道府県のウェブページ等を活用するなど、患者及びその家族に

わかりやすく情報提供すること。 

 

５ 患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備 

（１）保育士を配置していること。 

（２）病弱等の特別支援学校又は小中学校等の病弱・身体虚弱等の特別支援

学級による教育支援（特別支援学校による訪問教育を含む。）が行われて

いること。なお、義務教育段階だけではなく、高等学校段階においても

必要な教育支援を行うこと。 

（３）退院時の復園及び復学支援が行われていること。 

（４）子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。 

（５）家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設が整備されて

いることが望ましい。また、医療機関を移るときは転院先近隣の長期滞

在施設又はこれに準ずる施設を紹介できることが望ましい。 

（６）家族等の希望により、時間を問わず面会又は患者の付き添いができる

体制を構築していること。なお、この体制の質の向上についても積極的

に取り組むことが望ましい。 

（７）患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っていることが望まし

い。 

（８）教育課程によらず、切れ目のない教育支援のためにＩＣＴ（情報通信

技術）等を活用した学習活動を含めた学習環境の整備を進めること。 

（９）小児がん患者の精神的なケアに関して、対応方法や関係機関との連携

について明確にしておくこと。また、関係職種に情報共有を行う体制を

構築していること。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の

医療機関と連携体制を確保していること。 

 

６ 臨床研究等に関すること 

ドラッグラグ・ドラッグロスの解消及び小児がん患者の治療機会の確保

に向けて、国際共同治験への参加や未承認薬・適応外使用薬を含む臨床研

究等について、小児がん中央機関を含む他の小児がん拠点病院等とも連携

し、オールジャパン体制で推進すること。また、がん種等の特性により、

自施設で参加可能な治験、患者申出療養を活用した臨床試験等がない場合

には、他の医療機関で実施される治験等を紹介するなど、小児がん患者が

適切な研究的治療へアクセスできるよう努めること。 
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（１）治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究法に則った体

制を整備すること。 

（２）小児がん中央機関等と連携して、国際共同研究を含む治験に関して患

者に対する情報提供に努め、国内の連携体制を構築すること。 

 

７ 医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理 

（１）都道府県内の小児がん拠点病院等の診療機能、診療実績、医療の質の

評価、地域連携に関する実績及び活動状況並びに長期フォローアップが

可能な地域の状況について把握・評価するとともに、小児がん患者の療

養生活の質に関する課題を関係者間で共有した上で、必要な改善策を講

じること。 

（２）これらの実施状況につき、都道府県小児がん協議会において、情報共

有と相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広報するこ

と。 

（３）中央機関の求めに応じ、Quality Indicatorを含む自施設及び自らが

指定した小児がん連携医療機関における医療の質の評価、地域連携に関

する実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。 

（４）小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を

受けた医療施設であること。 

（５）医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。また、

日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。 

 

Ⅳ 小児がん連携医療機関の指定要件について 

１ 小児がん連携医療機関の指定 

以下の（１）～（３）のいずれか、又は複数を満たす医療機関を小児が

ん連携医療機関とする。 

（１）地域の小児がん診療を行う病院として以下を満たすこと。 

① 小児がん患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設にお

いて適切な治療を提供することが可能である病院。また、自施設での

対応が難しい場合には、小児がん拠点病院等、適切な病院に紹介する

体制を整えていること。 

② 下記ア～セを全て満たすこと。 

ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、都

道府県小児がん拠点病院と同等程度の適切な医療を提供することが

可能であること。 
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イ 小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であるこ

と。 

ウ 都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県

の小児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。 

エ 成人診療科との連携を進めるため、都道府県がん診療連携協議会

等に積極的に参画すること。 

オ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築してい

ること。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中

央病理診断を活用するとともに、Ｄ to Ｄ型、Ｄ to Ｐ with Ｄ型

等による遠隔医療を活用すること。 

カ 都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望まし

い。 

キ 都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満た

すこと。 

ク がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員基

礎研修」（１）及び（２）を受講後「小児がん相談員専門研修」を修

了した相談支援担当者を１人以上必要な数配置することが望まし

い。また、自施設で対応できない場合には小児がん拠点病院等のが

ん相談支援センターと連携すること。 

ケ 患者の発育及び教育等に関して都道府県小児がん拠点病院に準じ

た環境を整備していることが望ましい。 

コ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その

実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定

を受けている者を１人以上必要な数配置すること。 

サ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に

対して、小児がん拠点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携

し、患者を紹介することで適切な小児がん医療の提供を行うこと。 

シ 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療

実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出する

こと。 

ス 人材育成に関して、小児がん拠点病院等との連携により、都道府

県小児がん拠点病院に準じた要件を満たすこと。 

セ 地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。 

（２）特定のがん種等についての診療を行う医療機関として以下を満たすこ

と。 
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① 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標

準的治療等、小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供するこ

とが可能であり、当該都道府県内における診療実績が、特に優れて

いる医療機関。又は限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の

標準的治療を提供する医療機関。 

② 下記ア～ケを全て満たすこと。 

ア 都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県

の小児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。 

イ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築してい

ること。この場合、必要に応じて、Ｄ to Ｄ型、Ｄ to Ｐ with Ｄ

型等による遠隔医療を活用すること。 

ウ 都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望まし

い。 

エ 都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満た

すこと。 

オ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その

実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定

を受けている者を１人以上必要な数配置することが望ましい。 

カ がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員

基礎研修」（１）及び（２）を受講後「小児がん相談員専門研修」

を修了した相談支援担当者を１人以上必要な数配置することが望ま

しい。また、自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談

支援センターと連携すること。 

キ 緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者

に対して、小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院、がん診

療連携拠点病院等と連携し、患者を紹介することで適切な小児がん

医療の提供を行うこと。 

ク 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療

実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出する

こと。 

ケ 人材育成に関して、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点

病院との連携により、都道府県小児がん拠点病院に準じた要件を満

たすこと。 

（３）小児がん患者等の診療体制の強化のための医療機関として以下を満た

すこと。 
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① 地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するため

に、長期フォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供

することが可能な医療機関。又は小児がん患者等に対して在宅医療

を提供している医療機関。 

② 下記ア～キを全て満たすこと。 

ア 都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県

の小児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。 

イ 長期フォローアップ外来等、小児がん患者等の長期フォローアッ

プが可能な体制を有すること。患者の状態に応じた適切な治療が必

要な場合、自施設において適切な治療を提供することが可能である

こと。また、自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠点病院

等又はがん診療連携拠点病院等の適切な病院に紹介する体制を整え

ていること。又は小児がん患者等に対して在宅医療を提供している

医療機関。 

ウ 厚生労働省委託事業小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローアッ

プ体制整備事業による「小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローア

ップに関する研修会」を受講した医師を配置していることが望まし

い。 

エ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築してい

ること。この場合、必要に応じて、Ｄ to Ｄ型、Ｄ to Ｐ with Ｄ

型等による遠隔医療を活用すること。また、長期フォローアップに

際して連携する小児がん拠点病院等又はがん診療連携拠点病院等を

明示するとともに、必要時には都道府県外の施設との連携も図るこ

と。 

オ 緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者

に対して、小児がん拠点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携

し適切な小児がん医療の提供を行うこと。 

カ 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療

実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出する

こと。 

キ 地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。 

 

Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について 

１ 既に小児がん拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関

の取扱いについて 

（１）小児がん拠点病院 
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「小児がん拠点病院等の整備について」（令和４年８月１日付け健発

0801第 17号厚生労働省健康局長通知の別添｢小児がん拠点病院の整備に

関する指針｣。以下「旧指針」という。）に基づき、小児がん拠点病院の

指定を受けている医療機関にあっては、令和８年４月１日時点で旧指針

に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める小児が

ん拠点病院として指定を受けているものとみなす。 

（２）小児がん連携病院 

旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあ

っては、本指針に基づき小児がん拠点病院等の指定を受ける又は指定の

取消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定める小児がん連携病院とし

て指定を受けているものとみなす。 

 

２ 指定の申請手続等について 

（１）小児がん拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が

指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規

指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。 

（２）都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、

推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定め

る期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。 

（３）小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都

道府県小児がん拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしてい

ることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労

働大臣に提出すること。なお、地域の実情に応じて、都道府県を越えた

指定も可とする。 

① 小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定め

られた要件を満たしていることを確認の上、連携する小児がん拠点病

院又は都道府県小児がん拠点病院に申請すること。 

② 都道府県小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は指定

の取消しを行う際には、都道府県小児がん協議会の意見をあらかじめ

聴取すること。小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は

指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定すること。 

③ 小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携

医療機関の指定又は指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病

院等は速やかに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。 

 

３ 指定の有効期間内における手続きについて 
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（１）小児がん拠点病院等は、令和９年度以降、毎年別途定める期限まで

に、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関について、「現況報

告書」を厚生労働大臣に提出すること。 

（２）令和９年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道

府県においては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとす

る。この場合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満

たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」

を厚生労働大臣に提出すること。 

 

４ 指定の有効期間について 

（１）指定の有効期間は、原則３年間とし、その期間の経過によって、その

効力を失う。なお、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小

児がん拠点病院の指定は、改めて行うものとする。 

（２）上記（１）で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後

の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われない

ときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有

する。ただし、その効力は、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都

道府県小児がん拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。 

 

５ 指針の見直しについて 

健康・生活衛生局長は、がん対策基本法（平成 18年法律第 98号）第 10

条第８項において準用する同条第３項の規定によりがん対策推進基本計画

が変更された場合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直す

ことができるものとする。 

 

６ 施行期日 

本指針は、令和８年８月１日から施行する。 
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参考 

小児がん拠点病院の整備に関する指針 

（用語の解説） 

 

１ ＡＹＡ世代 

Adolescent and Young Adult（思春期・若年成人）の頭文字をとったもの

で、主に思春期（15歳～）から 30歳代までの世代を指す。 

 

２ セカンドオピニオン 

診断及び治療法について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の

意見をいう。 

 

３ 二次がん 

化学療法や放射線による正常細胞の傷害のために、治療を終えた数年から

数十年後に生じる、もとのがんとは別の種類のがんのこと。 

 

４ ＢＣＰ 

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライ

チェーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化等不測の事態が発生し

ても、重要な事業を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復

旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと。事業継続計画。 

 

５ 妊孕性 

子どもをつくるために必要な能力のこと。精子や卵子だけではなく、性機

能や生殖器、内分泌機能も重要な要素である。がん治療（化学療法、放射線

療法、手術療法）等の副作用により、これらの機能が低下若しくは失われる

場合がある。 

 

６ レジメン 

薬物療法における薬剤の種類や量、期間、手順等を時系列で示した計画の

こと。 

 

７ 専任・専従 

専任とは当該診療の実施を専ら担当していることをいう。この場合におい

て、「専ら担当している」とは、その他診療を兼任していても差し支えないも
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のとする。ただし、その就業時間の少なくとも５割以上、当該診療に従事し

ている必要があるものとする。 

専従とは当該診療の実施日において、当該診療に専ら従事していることを

いう。この場合において、「専ら従事している」とは、その就業時間の少なく

とも８割以上、当該診療に従事していることをいう。 

 

８ 常勤 

原則として病院で定めた勤務時間の全てを勤務する者をいう。病院で定め

た医師の１週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務してい

る者を常勤とし、その他は非常勤とする。 

 

９ 患者サロン 

医療機関や地域の集会場などで開かれる、患者や家族などが、がんのこと

を気軽に語り合う交流の場をいう。 

 

10 アピアランスケア 

 医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の

変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアのこと。 

 

 

 

 


